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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

中
嶋

諒
・
志
村
敦
弘

（
『
朱
子
語
類
』
子
路
篇
研
究
會
）

序

言

本
稿
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
（
『
論
語
』
子
路
篇
）
の
訳
注
で
あ
る
。
本
「
訳
注
（
二
）
」
は
、
「
訳
注
（
一
）
」

（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
三
四
号
、
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
刊
）
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
「
子
路
曰
衞
君
待
子
章
」
・
「
樊
遲

請
學
稼
章
」
・
「
誦
詩
三
百
章
」
を
公
表
す
る
。

当
会
の
参
加
者
お
よ
び
各
条
の
訳
注
担
当
者
は
、
小
幡
敏
行
（
横
浜
市
立
大
学
教
授
）
、
志
村
敦
弘
（
東
洋
大
学
東
洋
学
研

究
所
奨
励
研
究
員
、
「
子
路
曰
衞
君
待
子
章
」
［
路
３
・
８
］
～
［
路
３
・

］
・
「
樊
遲
請
學
稼
章
」
［
路
４
・
１
］
・
「
誦
詩
三
百

14

章
」
［
路
５
・
１
］
）
、
中
嶋
諒
（
明
海
大
学
講
師
、
「
子
路
曰
衞
君
待
子
章
」
［
路
３
・
１
］
～
［
路
３
・
７
］
）
、
原
信
太
郎
ア
レ

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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シ
ャ
ン
ド
レ
（
駒
澤
大
学
講
師
）
、
渡
邊
賢
（
埼
玉
大
学
非
常
勤
講
師
）
で
あ
る
。

な
お
凡
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
訳
注
（
一
）
」
の
冒
頭
に
挙
げ
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

朱
子
語
類
卷
第
四
十
三

論
語
二
十
五

子
路
篇
（
二
）

［
路
３
］
子
路
曰
衞
君
待
子
章

（
１
）

〇
子
路
曰
、
衞
君
待
子
而
爲
政
、
子
將
奚
先
。
【
衞
君
、
謂
出
公
輒
也
。
是
時
魯
哀
公
之
十
年
、
孔
子
自
楚
反
乎
衞
。
】
子
曰
、

必
也
正
名
乎
。
【
是
時
出
公
不
父
其
父
、
而
禰
其
祖
、
名
實
紊
矣
、
故
孔
子
以
正
名
爲
先
。
謝
氏
曰
、
正
名
雖
爲
衞
君
而
言
、
然

爲
政
之
道
、
皆
當
以
此
爲
先
。
】
子
路
曰
、
有
是
哉
、
子
之
迂
也
。
奚
其
正
。
【
迂
、
謂
遠
於
事
情
、
言
非
今
日
之
急
務
也
。
】

子
曰
、
野
哉
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如
也
。
【
野
、
謂
鄙
俗
。
責
其
不
能
闕
疑
、
而
率
爾
妄
對
也
。
】
名
不
正
、
則
言

不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
【
楊
氏
曰
、
名
不
當
其
實
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
無
以
考
實
、
而
事
不
成
。
】
事
不
成
、
則

禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
、
則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
措
手
足
。
【
中
、
去
聲
。
〇
范
氏
曰
、
事
得
其
序
之
謂
禮
、

物
得
其
和
之
謂
樂
。
事
不
成
、
則
無
序
而
不
和
、
故
禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
、
則
施
之
政
事
、
皆
失
其
道
。
故
刑
罰
不
中
。
】
故

君
子
名
之
、
必
可
言
也
。
言
之
、
必
可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
矣
。
【
程
子
曰
、
名
實
相
須
。
一
事
苟
、
則
其
餘

皆
苟
矣
。
〇
胡
氏
曰
、
衛
世
子
蒯
聵
、
恥
其
母
南
子
之
淫
亂
、
欲
殺
之
不
果
而
出
奔
。
靈
公
欲
立
公
子
郢
、
郢
辭
。
公
卒
、
夫
人
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立
之
、
又
辭
。
乃
立
蒯
聵
之
子
輒
、
以
拒
蒯
聵
。
夫
蒯
聵
欲
殺
母
、
得
罪
於
父
、
而
輒
據
國
以
拒
父
。
皆
無
父
之
人
也
。
其
不
可

有
國
也
明
矣
。
夫
子
爲
政
、
而
以
正
名
爲
先
。
必
將
具
其
事
之
本
末
、
告
諸
天
王
、
請
于
方
伯
、
命
公
子
郢
而
立
之
。
則
人
倫
正
、

天
理
得
、
名
正
言
順
、
而
事
成
矣
。
夫
子
告
之
之
詳
如
此
。
而
子
路
終
不
喻
也
。
故
事
輒
不
去
、
卒
死
其
難
。
徒
知
食
焉
不
避
其

難
之
爲
義
、
而
不
知
食
輒
之
食
爲
非
義
也
。
】

校

勘

（
１
）
子
路
曰
…
君
待
子
―
「
子
路
曰
衞
君
待
子
」
は
、
楠
本
本
は
「
衞
君
待
子
爲
政
」
に
作
る
。

［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］

本

文

亞
夫
問
衞
君
待
子
爲
政
章
。
曰
、
其
初
只
是
一
箇
名
不
正
、
便
事
事
都
做
不
得
。
禮
樂
不
興
、
刑
罰
不
中
、
便
是
箇
大
底
事

（
１
）

不
成
。
問
、
禮
樂
不
興
、
疑
在
刑
罰
不
中
之
後
、
今
何
故
却
云
禮
樂
不
興
而
後
刑
罰
不
中
。
曰
、
禮
之
所
去
、
刑
之
所
取
。

禮
樂
既
不
興
、
則
刑
罰
宜
其
不
中
。
又
曰
、
禮
是
有
序
、
樂
是
和
樂
。
既
事
不
成
、
如
何
得
有
禮
樂
耶
。
【
時
擧
】

校

勘『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
１
）
曰
―
「
曰
」
は
、
楠
本
本
は
「
曰
」
の
上
に
「
先
生
」
が
あ
る
。

訓

読

亞
夫
「
衞
君

子
を
待
ち
て
政
を
爲
す
」
章
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
其
の
初
め
は
只
だ
是
れ
一
箇
の
「
名

正
し
か
ら
ざ
」
る
の

（
１
）

み
な
る
も
、
便
ち
事
事

都
て
做
し
得
ず
。
「
禮
樂

興
ら
ず
」
、
「
刑
罰

中
ら
ざ
」
れ
ば
、
便
ち
是
れ
箇
の
大
な
る
「
事

成

あ
た

ら
ざ
る
」
な
り
、
と
。
問
ふ
、
「
禮
樂

興
ら
ず
」
は
、
疑
ふ
ら
く
は
「
刑
罰

中
ら
ず
」
の
後
に
在
り
、
今

何
の
故
に
却

つ
て
「
禮
樂

興
ら
ず
」
と
云
ひ
て
後
に
「
刑
罰

中
ら
ざ
ら
」
ん
、
と
。
曰
は
く
、
禮
の
去
る
所
は
、
刑
の
取
る
所
な
り
。

（
２
）

禮
樂

既
に
興
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
刑
罰

宜
し
く
其
れ
中
ら
ざ
る
べ
し
、
と
。
又
曰
は
く
、
「
禮
」
は
是
れ
序
有
り
、
「
樂
」

は
是
れ
和
樂
た
り
。
既
に
「
事

成
ら
ず
」
、
如
何
ぞ
禮
樂
有
る
を
得
ん
や
、
と
。
【
時
擧
】

（
３
）

（
４
）

口
語
訳

㬊
亜
父
（
淵
）
が
「
衛
君

子
を
待
ち
て
政
を
為
す
」
章
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
当
初
、
た
っ
た
一
つ
「
名

正
し
か
ら
ざ
」
る
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
立

ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
礼
楽

興
ら
ず
」
、
「
刑
罰

中
ら
ず
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
大
い
に
「
事

成
ら
ず
」
に
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
。
」
と
。

質
問
し
た
、
「
「
礼
楽

興
ら
ず
」
は
、
お
そ
ら
く
は
「
刑
罰

中
ら
ず
」
の
後
文
に
あ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
い
ま
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ど
う
し
て
「
礼
楽

興
ら
ず
」
と
言
わ
れ
た
後
に
、
「
刑
罰

中
ら
ず
」
と
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
礼
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
刑
が
執
行
さ
れ
る
も
の
だ
。
礼
楽
が
興
ら
な
い
以
上
、
必
ず
刑
罰

は
中
ら
な
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
」
と
。

さ
ら
に
（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
「
礼
」
と
は
秩
序
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
楽
」
と
は
調
和
し
楽
し
む
こ
と
で
あ
る
。
「
事

成
ら
ず
」
で
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
礼
楽
が
あ
り
え
よ
う
か
。
」
と
。
【
潘
時
挙
録
】

注（
１
）
亞
夫
「
衞
…
を
問
ふ
―
「
亞
夫
」
は
、
㬊
淵
の
こ
と
。
「
亞
夫
」
は
そ
の
字
。
㬊
淵
は
、
号
は
蓮
塘
、
涪
陵
（
四
川
省
）

の
人
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
三
二
〇
五
頁
・
『
門
人
』
第
二
六
六
頁
・
『
年
攷
』
第
二
二
三
頁
・
『
書
院
』
第

一
八
九
頁
を
参
照
。

（
２
）
禮
の
去
…
所
な
り
―
「
禮
之
所
去
、
刑
之
所
取
」
は
、
『
後
漢
書
』
陳
寵
伝
に
「
臣
聞
禮
經
三
百
、
威
儀
三
千
、
故
甫
刑

大
辟
二
百
、
五
刑
之
屬
三
千
。
禮
之
所
去
、
刑
之
所
取
、
失
禮
則
入
刑
、
相
爲
表
裹
者
也
。
」
（
中
華
書
局
標
点
本
、
第
一
五

五
四
頁
）
と
あ
る
。

（
３
）
又
曰
は
…
樂
た
り
―
「
禮
是
有
序
、
樂
是
和
樂
」
は
、
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
「
樂
者
、
天
地
之
和
也
。
禮
者
、
天
地
之
序

也
。
」
と
あ
り
、
ま
た
『
集
注
』
当
該
章
に
引
く
范
祖
禹
の
説
に
「
事
得
其
序
之
謂
禮
、
物
得
其
和
之
謂
樂
。
」
と
あ
る
。

（
４
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
。
字
は
子
善
、
台
州
臨
海
県
（
浙
江
省
）
の
人
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
三

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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六
四
三
頁
・
『
門
人
』
第
三
二
八
頁
・
『
年
攷
』
第
二
二
〇
頁
・
『
書
院
』
第
一
七
二
頁
を
参
照
。

［
路
３
・
２
／
四
三
・
一
一
］

本

文

文
振
問
、
何
以
謂
之
事
不
成
、
則
禮
樂
不
興
。
曰
、
事
不
成
、
以
事
言
。
禮
樂
不
興
、
以
理
言
。
蓋
事
不
成
、
則
事
上
都
無

道
理
了
、
説
甚
禮
樂
。
亞
夫
問
、
此
是
禮
樂
之
實
、
還
是
禮
樂
之
文
。
曰
、
實
與
文
原
相
離
不
得
。
譬
如
影
便
有
形
、
要
離

（
１
）

那
形
説
影
不
得
。
【
時
擧
】

校

勘

（
１
）
原
―
「
原
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
元
」
に
作
る
。

訓

読

文
振
問
ふ
、
何
を
以
て
之
を
「
事

成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
禮
樂

興
ら
ず
」
と
謂
ふ
か
、
と
。
曰
は
く
、
「
事

成
ら
ず
」
は
、

（
１
）

事
を
以
て
言
ふ
。
「
禮
樂

興
ら
ず
」
は
、
理
を
以
て
言
ふ
。
蓋
し
「
事

成
ら
ざ
れ
」
ば
、
則
ち
事
上
に
都
て
道
理
無
く
し

て
了
は
り
、
甚
の
禮
樂
を
か
説
か
ん
、
と
。
亞
夫
問
ふ
、
此
れ
は
是
れ
禮
樂
の
實
か
、
還
是
た
禮
樂
の
文
か
、
と
。
曰
は
く
、

な
に

（
２
）

は
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實
と
文
と
原
よ
り
相
離
れ
得
ず
。
譬
如
へ
ば
影
は
便
ち
形
有
り
、
要
し
那
の
形
を
離
る
れ
ば
、
影
を
説
き
得
ず
、
と
。

も
と

も

【
時
擧
】

（
３
）

口
語
訳

鄭
文
振
（
南
升
）
が
質
問
し
た
、
「
ど
う
し
て
「
事

成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
礼
楽

興
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
「
事

成
ら
ず
」
と
は
、
事
柄
の
側
面
か
ら
言
っ
て
お
り
、
「
礼
楽

興
ら
ず
」
と
は
、
理
の
側
面
か
ら

言
っ
て
い
る
。
思
う
に
「
事

成
ら
ず
」
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
道
理
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
ど
う
い
う

礼
楽
を
説
く
と
い
う
の
だ
。
」
と
。

㬊
亜
父
（
淵
）
が
質
問
し
た
、
「
こ
こ
（
で
言
わ
れ
て
い
る
の
）
は
礼
楽
の
実
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
礼
楽
の
文
で
し
ょ

う
か
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
実
と
文
と
は
、
そ
も
そ
も
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
影
に
は
（
そ
の
影

の
も
と
と
な
る
）
形
が
あ
る
も
の
で
、
も
し
も
そ
の
形
か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
っ
て
は
、
影
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
。
【
潘
時
挙
録
】

注

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
１
）
文
振
問
ふ
―
「
文
振
」
は
、
鄭
南
升
の
こ
と
。
「
文
振
」
は
そ
の
字
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既

出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参
照
）
。

（
２
）
亞
夫
問
ふ
―
「
亞
夫
」
は
、
㬊
淵
の
こ
と
。
「
亞
夫
」
は
そ
の
字
。
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注

（
１
）
を
参
照
）
。

（
３
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
の
こ
と
。
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

［
路
３
・
３
／
四
三
・
一
二
］

本

文

事
不
成
、
是
粗
説
那
事
做
不
成
。
禮
樂
不
興
、
是
和
這
理
也
没
了
。
事
、
只
是
説
他
做
出
底
。
禮
樂
、
却
是
那
事
底
理
。
禮

（
１
）

（
２
）

（
３
）

樂
只
是
一
件
物
事
。
安
頓
得
齊
齊
整
整
、
有
次
序
、
便
是
禮
。
無
那
乖
爭
底
意
思
、
便
是
樂
。【
植
】

校

勘

（
１
）
事
―
「
事
」
は
、
正
中
書
局
本
は
空
格
に
作
る
（
あ
る
い
は
版
木
の
破
損
か
）
。

（
２
）
了
―
「
了
」
は
、
楠
本
本
は
「
子
」
に
作
る
。

（
３
）
他
―
「
他
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
它
」
に
作
る
。
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訓

読

「
事

成
ら
ず
」
は
、
是
れ
粗
く
那
の
事
の
做
し
て
成
ら
ざ
る
を
説
く
。
「
禮
樂

興
ら
ず
」
は
、
是
れ
這
の
理
和
ら
也
た
没

す

く
し
て
了
は
る
。
「
事
」
は
、
只
是
だ
他
の
做
し
出
だ
す
底
を
説
く
の
み
。
「
禮
樂
」
は
、
却
つ
て
是
れ
那
の
事
の
理
た
り
。

「
禮
樂
」
は
只
だ
是
れ
一
件
の
物
事
た
り
。
安
頓
し
得
て
齊
齊
頓
頓
と
し
て
、
次
序
有
る
は
、
便
ち
是
れ
「
禮
」
た
り
。
那

の
乖
爭
の
意
思
無
き
は
、
便
ち
是
れ
「
樂
」
た
り
。【
植
】

（
１
）

口
語
訳

「
事

成
ら
ず
」
と
は
、
あ
る
こ
と
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
大
ま
か
に
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
礼
楽

興
ら
ず
」
と

は
、
理
す
ら
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
「
事
」
は
、
誰
か
が
行
動
し
た
こ
と
を
い
う
の
み
で
あ
る
。

「
礼
楽
」
は
、
そ
の
（
行
動
し
た
）
こ
と
の
理
で
あ
る
。
「
礼
楽
」
は
、
（
二
つ
で
）
一
つ
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
き

ち
ん
と
と
こ
ろ
を
得
て
、
秩
序
が
あ
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
礼
」
で
あ
る
。
い
さ
か
い
の
意
図
が
な
い
こ
と
が
、
す
な
わ

ち
「
楽
」
で
あ
る
。
【
潘
植
録
】

注（
１
）
植
―
「
植
」
は
、
潘
植
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
２
・
１
／
四
三
・
六
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参
照
）
。

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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［
路
３
・
４
／
四
三
・
一
三
］

本

文

或
問
、
如
何
是
事
不
成
後
禮
樂
便
不
興
。
禮
樂
不
興
後
却
如
何
便
刑
罰
不
中
。
曰
、
大
凡
事
須
要
節
之
以
禮
、
和
之
以
樂
。

事
若
不
成
、
則
禮
樂
無
安
頓
處
。
禮
樂
不
興
、
則
無
序
不
和
。
如
此
、
則
用
刑
罰
者
安
得
不
顚
倒
錯
亂
。
諸
家
説
各
有
所
長
、

（
１
）

可
會
而
觀
之
。
【
去
僞
】

（
２
）

校

勘

（
１
）
無
―
「
無
」
は
、
楠
本
本
は
「
天
」
に
作
る
。

（
２
）
去
僞
―
「
去
僞
」
は
、
楠
本
本
は
「
祖
道
説
同
」
に
作
る
。

訓

読

或
ひ
と
問
ふ
、
如
何
に
し
て
是
れ
「
事

成
ら
ず
」
の
後
に
禮
樂

便
ち
興
ら
ざ
ら
ん
。
「
禮
樂

興
ら
ず
」
の
後
に
、
却
つ

て
如
何
に
し
て
便
ち
「
刑
罰

中
ら
ざ
ら
」
ん
、
と
。
曰
は
く
、
大
凡

事
は
須
要
ら
く
之
れ
を
節
す
る
に
禮
を
以
て
し
、
之

れ
に
和
す
る
に
樂
を
以
て
す
。
事

若
し
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
禮
樂
に
安
頓
す
る
處
無
し
。
「
禮
樂

興
ら
ざ
れ
」
ば
、
則
ち
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序
無
く
し
て
和
せ
ず
。
此
く
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
刑
罰
を
用
ふ
る
者

安
ん
ぞ
顚
倒
錯
亂
せ
ざ
る
を
得
ん
。
諸
家
の
説
に
各

お
の
長
ず
る
所
有
り
、
會
し
て
之
を
觀
る
べ
し
、
と
。
【
去
僞
】

（
１
）

（
２
）

口
語
訳

あ
る
人
が
質
問
し
た
、
「
ど
う
し
て
「
事

成
ら
ず
」
の
後
文
に
、
「
礼
楽

興
ら
ず
」
と
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し

て
「
礼
楽

興
ら
ず
」
の
後
文
に
、
「
刑
罰

中
ら
ず
」
と
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
お
よ
そ
事
は
、
必
ず
「
礼
」
に
よ
っ
て
節
度
を
も
た
せ
て
、
楽
に
よ
っ
て
調
和
す
る
。
も
し
も
事
が

成
り
立
た
な
け
れ
ば
、
礼
楽
に
は
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
礼
楽

興
ら
ず
」
で
あ
れ
ば
、
秩
序
は
な
く
調

和
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
刑
罰
を
下
す
も
の
が
、
ど
う
し
て
倒
錯
混
乱
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
諸
家
の

説
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
優
れ
た
点
は
あ
る
の
で
、
併
せ
て
参
観
さ
れ
た
い
。
」
と
。
【
金
去
偽
録
】

注（
１
）
諸
家
の
…
べ
し
、
と
―
「
諸
家
説
」
は
、
『
集
注
』
当
該
章
に
引
く
楊
時
、
范
祖
禹
、
程
顥
、
胡
氏
（
胡
安
国
、
あ
る
い

は
胡
寅
）
ら
の
説
を
指
す
か
。

（
２
）
去
僞
―
「
去
僞
」
は
、
金
去
偽
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
５
／
四
三
・
五
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
２
）
を
参
照
）
。

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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［
路
３
・
５
／
四
三
・
一
四
］

本

文

楊
問
、
注
謂
、
言
不
順
、
則
無
以
考
實
而
事
不
成
。
此
句
未
曉
。
曰
、
實
、
即
事
也
。
又
問
、
言
與
事
、
似
乎
不
相
渉
。
曰
、

（
１
）

如
何
是
不
相
渉
。
如
一
人
被
火
、
急
討
水
來
救
始
得
、
却
敎
它
討
火
來
、
此
便
是
言
不
順
、
如
何
濟
得
事
。
又
如
人
捉
賊
、

（
２
）

（
３
）

走
東
去
、
合
從
東
去
捉
、
却
敎
它
走
從
西
去
、
如
何
捉
得
。
皆
言
不
順
做
事
不
成
。
若
就
衞
論
之
、
輒
、
子
也
、
蒯
聵
是
父
。

（
４
）

（
５
）

（
６
）

今
也
、
以
兵
拒
父
、
是
以
父
爲
賊
、
多
少
不
順
。
其
何
以
爲
國
、
何
以
臨
民
。
事
既
不
成
、
則
顚
沛
乖
亂
、
禮
樂
如
何
會
興
、

刑
罰
如
何
會
中
。
明
道
所
謂
一
事
苟
、
其
餘
皆
苟
、
正
謂
此
也
。
又
問
、
子
路
之
死
於
衞
、
其
義
如
何
。
曰
、
子
路
只
見
得

下
一
截
道
理
、
不
見
上
一
截
道
理
。
孔
悝
之
事
、
它
知
道
是
食
焉
不
避
其
難
、
却
不
知
食
出
公
之
食
爲
不
義
。
東
坡
嘗
論
及

（
７
）

此
。
問
、
如
此
、
是
它
當
初
仕
衞
便
不
是
。
曰
、
然
。
【
㝢
。
集
注
。
總
論
。
】

（
８
）

校

勘

（
１
）
注
―
「
注
」
は
、
楠
本
本
・
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
註
」
に
作
る
。

（
２
）
一
人
―
「
一
人
」
は
、
楠
本
本
は
「
一
人
」
の
上
に
「
那
」
が
あ
る
。

（
３
）
討
―
「
討
」
は
、
楠
本
本
は
「
詩
」
に
作
る
。

（
４
）
走
東
去
―
「
走
東
去
」
は
、
楠
本
本
は
「
走
東
去
」
の
上
に
「
一
般
」
が
あ
る
。
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（
５
）
合
―
「
合
」
は
、
楠
本
本
は
「
合
當
」
に
作
る
。

（
６
）
捉
得
―
「
捉
得
」
は
、
楠
本
本
は
「
捉
得
獲
」
に
作
る
。

（
７
）
其
難
―
「
其
難
」
は
、
楠
本
本
は
「
其
難
」
の
下
に
「
這
合
當
如
此
」
が
あ
る
。

（
８
）
㝢
集
注
總
論
―
「
㝢
集
注
總
論
」
は
、
楠
本
本
に
は
無
い
。
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
集
注
」
の
上
に

「
〇
」
（
圏
点
）
が
あ
る
。

訓

読

楊
問
ふ
、
注
に
「
言

順
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
實
を
考
ふ
る
こ
と
無
く
し
て
事

成
ら
ず
」
と
謂
ふ
。
此
の
句

未
だ
曉
ら

（
１
）

（
２
）

か
な
ら
ず
、
と
。
曰
は
く
、
實
は
、
即
ち
事
な
り
、
と
。
又
問
ふ
、
言
と
事
と
は
、
相
ひ
渉
は
ら
ざ
る
に
似
た
り
、
と
。
曰

か
か

は
く
、
如
何
ぞ
是
れ
相
ひ
渉
は
ら
ざ
る
。
一
人

火
を
被
る
が
如
き
は
、
急
ぎ
て
水
を
討
ね
來
た
り
、
救
ひ
て
始
め
て
得
、

却
つ
て
它
を
し
て
火
を
討
ね
來
た
ら
し
む
れ
ば
、
此
れ
便
是
ち
「
言

順
は
ず
」
、
如
何
ぞ
事
を
濟
し
得
ん
。
又

人

賊
の

東
に
走
り
去
く
を
捉
ふ
る
が
如
き
は
、
合
に
東
從
り
去
き
捉
ふ
る
べ
き
も
、
却
つ
て
它
を
し
て
走
り
て
西
從
り
去
か
し
む
れ

ば
、
如
何
ぞ
捉
へ
得
ん
。
皆
な
「
言

順
は
ず
」
し
て
「
事

成
ら
ず
」
と
做
す
。
若
し
衞
に
就
き
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
輒
は

子
な
り
、
蒯
聵
は
是
れ
父
な
り
。
今
や
、
兵
を
以
て
父
を
拒
む
は
、
是
れ
父
を
以
て
賊
と
爲
し
、
多
少

順
は
ざ
ら
ん
。
其

（
３
）

れ
何
を
以
て
國
を
爲
め
、
何
を
以
て
民
に
臨
ま
ん
。
事

既
に
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
顚
沛

乖
亂
し
、
禮
樂

如
何
ぞ
會
に
興

る
べ
く
、
刑
罰

如
何
ぞ
會
に
中
る
べ
け
ん
。
明
道
の
所
謂

一
事

苟
く
も
す
れ
ば
、
其
の
餘

皆
な
苟
く
も
す
と
は
、
正
に

（
４
）

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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此
れ
を
謂
ふ
な
り
、
と
。
又
問
ふ
、
子
路
の
衞
に
死
す
る
は
、
其
の
義

如
何
、
と
。
曰
は
く
、
子
路
は
只
だ
下
の
一
截
の

道
理
を
見
得
る
の
み
に
し
て
、
上
の
一
截
の
道
理
を
見
ず
。
孔
悝
の
事
、
它

是
れ
焉
を
食
む
は
其
の
難
を
避
け
ざ
る
を
知

道
す
る
も
、
却
つ
て
出
公
の
食
を
食
む
を
不
義
と
爲
す
を
知
ら
ず
。
東
坡

嘗
て
此
れ
に
論
及
す
、
と
。
問
ふ
、
此
く
の
如

（
５
）

（
６
）

け
れ
ば
、
是
れ
它

當
初

衞
に
仕
ふ
る
は
便
ち
是
な
ら
ざ
ら
ん
、
と
。
曰
は
く
、
然
り
、
と
。【
㝢
。
集
注
。
總
論
。
】

（
７
）

口
語
訳

楊
氏
が
質
問
し
た
、
「
『
集
注
』
（
に
引
く
楊
時
の
語
）
に
「
言

順
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
実
を
考
う
る
こ
と
無
く
し
て
事

成
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
実
と
は
、
す
な
わ
ち
事
で
あ
る
。
」
と
。

ま
た
質
問
し
た
、
「
言
と
事
と
は
、
関
係
が
な
い
よ
う
で
す
が
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
ど
う
し
て
関
係
が
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
火
災
に
遭
っ
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
急
い
で
水
を
求
め

て
、
そ
の
人
を
救
っ
て
や
っ
て
こ
そ
よ
い
。
か
え
っ
て
そ
の
人
に
火
を
持
っ
て
こ
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
言

順
わ
ず
」
で
あ
り
、
ど
う
し
て
う
ま
く
い
く
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
東
に
走
り
去
っ
た
盗
賊
を
つ
か
ま
え
る
人
が
い
た
と
す
れ

ば
、
東
に
向
か
っ
て
つ
か
ま
え
に
行
く
べ
き
で
あ
る
。
か
え
っ
て
そ
の
人
を
西
に
行
か
せ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
つ
か
ま

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
み
な
「
言

順
わ
ず
」
で
あ
る
か
ら
、
「
事

成
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。
も
し

も
衛
の
国
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
出
公
輒
は
子
で
あ
り
、
荘
公
蒯
聵
は
そ
の
父
で
あ
る
。
い
ま
（
輒
が
）
出
兵
し
て
父
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（
の
蒯
聵
が
帰
国
す
る
こ
と
）
を
拒
絶
し
た
の
は
、
父
を
賊
徒
と
見
な
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
大
い
に
（
言
）
順
わ
ず

で
あ
る
。
（
か
く
し
て
輒
は
）
い
か
に
し
て
国
を
統
べ
、
い
か
に
し
て
民
を
治
め
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
「
事

成
ら
ず
」
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
ず
き
乱
れ
て
、
ど
う
し
て
礼
楽
が
興
り
、
ど
う
し
て
刑
罰
が
中
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
程
明

道
（
顥
）
が
「
（
名
と
実
の
ど
ち
ら
か
）
片
方
で
も
い
い
加
減
に
す
れ
ば
、
も
う
片
方
も
い
い
加
減
に
な
る
」
と
言
っ
た
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
。

ま
た
質
問
し
た
、
「
子
路
が
衛
で
死
ん
だ
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
子
路
は
、
た
だ
手
近
な
道
理
を
理
解
し
た
だ
け
で
、
一
段
上
の
道
理
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
孔

悝
の
こ
と
に
対
し
て
、
子
路
は
、
家
禄
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
災
難
を
避
け
る
こ
と
は
な
い
と
は
分
か
っ
て
い
た
が
、
出
公

輒
か
ら
家
禄
を
受
け
る
こ
と
は
不
義
で
あ
る
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
か
つ
て
蘇
東
坡
（
軾
）
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論

及
し
た
。
」
と
。

質
問
し
た
、
「
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
子
路
が
衛
に
は
じ
め
て
仕
え
た
こ
と
は
、
正
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
そ
の
通
り
だ
。
」
と
。
【
徐
㝢
録
。
『
集
注
』
に
つ
い
て
。
総
論
。
】

注（
１
）
楊
問
ふ
―
「
楊
」
は
未
詳
。
本
条
の
記
録
者
で
あ
る
徐
㝢
と
同
席
し
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
楊
姓
の
門
人
と
し
て
、
楊
道

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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夫
、
楊
仕
訓
、
楊
履
正
、
楊
至
が
挙
げ
ら
れ
る
（
『
年
攷
』
第
一
六
四
頁
）
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）
注
に
「
言
…
と
謂
ふ
―
「
言
不
順
、
則
無
以
考
實
、
而
事
不
成
」
は
、
『
集
注
』
当
該
章
に
引
く
楊
時
の
語
。

（
３
）
若
し
衞
…
父
な
り
―
「
輒
」
は
、
衛
の
君
主
で
あ
る
出
公
を
指
す
。
霊
公
の
孫
で
、
荘
公
蒯
聵
の
子
に
あ
た
る
。
「
蒯

聵
」
は
、
同
じ
く
衛
の
君
主
で
あ
る
荘
公
を
指
す
。
霊
公
の
子
で
、
出
公
輒
の
父
に
あ
た
る
。
出
公
と
荘
公
が
親
子
同
士
で

争
っ
た
こ
と
は
、
『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
に
、
「
初
、
衞
靈
公
有
寵
姬
曰
南
子
。
靈
公
太
子
蕢
聵
得
過
南
子
、
懼
誅
出
奔
。

及
靈
公
卒
而
夫
人
欲
立
公
子
郢
。
郢
不
肯
、
曰
、
亡
人
太
子
之
子
輒
在
。
於
是
衛
立
輒
爲
君
、
是
爲
出
公
。
出
公
立
十
二
年
、

其
父
蕢
聵
居
外
、
不
得
入
。
」
（
中
華
書
局
標
点
本
、
第
二
一
九
三
頁
）
と
あ
る
の
な
ど
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
ま
ず

衛
の
霊
公
の
子
で
あ
る
蒯
聵
が
、
霊
公
の
寵
愛
す
る
南
子
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
発
覚
し
、
国
外
に
追
放
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
霊
公
が
没
す
る
と
、
南
子
は
そ
の
末
子
、
郢
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
郢
は
そ
れ
を
固
辞
し
た
た
め
、
霊
公
の

孫
に
し
て
蒯
聵
の
子
に
あ
た
る
輒
が
即
位
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
十
数
年
に
わ
た
り
、
輒
は
蒯
聵
が
衛
に
帰
国
す
る
こ
と

を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
４
）
明
道
の
…
す
と
は
―
「
明
道
」
は
、
程
顥
の
号
。
程
顥
（
一
〇
三
二
～
一
〇
八
五
）
は
、
字
は
伯
淳
、
河
南
府
伊
陽
県

（
河
南
省
）
の
人
。
朱
熹
が
私
淑
す
る
二
程
子
（
程
頤
・
程
顥
）
の
兄
で
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
北
宋
五
子
」
の
一
人
で

も
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
四
二
七
・
『
学
案
』
巻
一
三
・
『
資
料
索
引
』
第
三
〇
二
五
頁
な
ど
を
参
照
。

（
５
）
孔
悝
の
…
す
る
も
―
「
孔
悝
」
は
、
衛
の
霊
公
の
娘
（
蕢
聵
の
姉
）
で
あ
る
伯
姫
の
子
で
、
衛
の
大
夫
で
あ
っ
た
。
ま
た

子
路
は
、
こ
の
孔
悝
に
仕
え
る
陪
臣
で
あ
っ
た
。
衛
の
出
公
十
三
年
（
前
四
八
〇
年
）
、
孔
悝
は
蕢
聵
と
と
も
に
、
出
公
輒
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に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
出
公
を
放
逐
、
蕢
聵
は
即
位
し
て
荘
公
と
な
っ
た
。
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
仲

尼
弟
子
列
伝
に
「
子
路
爲
衞
大
夫
孔
悝
之
邑
宰
。
蕢
聵
乃
與
孔
悝
作
亂
、
謀
入
孔
悝
家
、
遂
與
其
徒
襲
攻
出
公
。
出
公
奔
魯
、

而
蕢
聵
入
立
、
是
爲
莊
公
。
方
孔
悝
作
亂
、
子
路
在
外
。
聞
之
而
馳
往
。
遇
子
羔
出
衞
城
門
。
謂
子
路
曰
、
出
公
去
矣
、
而

門
已
閉
、
子
可
還
矣
。
毋
空
受
其
禍
。
子
路
曰
、
食
其
食
者
不
避
其
難
。
子
羔
卒
去
。
有
使
者
入
城
、
城
門
開
、
子
路
隨
而

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

入
。
造
蕢
聵
。
蕢
聵
與
孔
悝
登
臺
。
子
路
曰
、
君
焉
用
孔
悝
。
請
得
而
殺
之
。
蕢
聵
弗
聽
。
於
是
子
路
欲
燔
臺
、
蕢
聵
懼
、

乃
下
石
乞
、
壺
黶
攻
子
路
、
擊
斷
子
路
之
纓
。
子
路
曰
、
君
子
死
而
冠
不
免
。
遂
結
纓
而
死
。
」
（
中
華
書
局
標
点
本
、
第
二

一
九
三
頁
）
と
あ
る
。
な
お
こ
の
と
き
国
外
に
い
た
子
路
は
、
帰
国
し
こ
の
反
乱
を
非
難
し
た
と
こ
ろ
、
か
え
っ
て
蕢
聵
に

殺
害
さ
れ
た
。
「
食
焉
不
避
其
難
」
は
、
子
路
が
衛
に
帰
国
す
る
さ
い
、
あ
え
て
危
険
を
犯
す
こ
と
を
承
知
で
発
せ
ら
れ
た

こ
と
ば
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
子
路
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
右
の
仲
尼
弟
子
列
伝
の
ほ
か
に
、
衛
康
叔
世
家
に

も
見
え
、
そ
こ
に
「
子
路
入
、
及
門
、
公
孫
敢
闔
門
、
曰
、
毋
入
為
也
。
子
路
曰
、
是
公
孫
也
。
求
利
而
逃
其
難
。
由
不
然
、

利
其
祿
、
必
救
其
患
。
有
使
者
出
、
子
路
乃
得
入
。
曰
、
太
子
焉
用
孔
悝
。
雖
殺
之
、
必
或
繼
之
。
且
曰
、
太
子
無
勇
。
若

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

燔
臺
、
必
舍
孔
叔
。
太
子
聞
之
、
懼
、
下
石
乞
、
盂
黶
敵
子
路
、
以
戈
擊
之
、
割
纓
。
子
路
曰
、
君
子
死
、
冠
不
免
。
結
纓

而
死
。
」
（
中
華
書
局
標
点
本
、
第
一
六
〇
一
頁
）
と
あ
る
。

（
６
）
東
坡
―
「
東
坡
」
は
、
蘇
軾
。
東
坡
は
号
。
蘇
軾
に
『
論
語
』
の
注
釈
書
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・

２
／
四
三
・
二
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
２
）
を
参
照
）
。
な
お
曽
棗
荘
・
舒
大
剛
主
編
『
三
蘇
全
書
』
（
語
文
出
版
社
、
二

〇
〇
一
年
三
月
）
第
三
冊
に
は
、
蘇
軾
の
『
論
語
』
に
か
ん
す
る
佚
文
を
ま
と
め
た
『
論
語
説
』
を
収
録
し
、
当
該
章
に
つ

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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い
て
も
言
及
が
あ
る
（
第
二
二
八
～
二
二
九
頁
）
。

（
７
）
㝢
―
「
㝢
」
は
、
徐
㝢
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
１
／
四
三
・
一
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

［
路
３
・
６
／
四
三
・
一
五
］

本

文

問
、
衞
君
欲
召
孔
子
爲
政
、
而
孔
子
欲
先
正
名
。
孔
子
既
爲
之
臣
、
復
欲
去
出
公
、
亦
豈
人
情
。
曰
、
惟
孔
子
而
後
可
。
問
、

（
１
）

靈
公
既
逐
蒯
聵
、
公
子
郢
辭
不
立
、
衞
人
立
輒
以
拒
蒯
聵
。
論
理
、
輒
合
下
便
不
當
立
、
不
待
拒
蒯
聵
而
後
爲
不
當
立
也
。

曰
、
固
是
。
輒
既
立
、
蒯
聵
來
爭
必
矣
。
【
僩
】

校

勘

（
１
）
臣
―
「
臣
」
は
、
楠
本
本
は
「
目
」
に
作
る
。

訓

読

問
ふ
、
衞
君

孔
子
を
召
し
て
政
を
爲
す
を
欲
す
る
も
、
孔
子

先
づ
名
を
正
さ
ん
と
欲
す
。
孔
子

既
に
之
が
臣
と
爲
り
、

復
た
出
公
を
去
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
は
、
亦
た
豈
に
人
情
な
ら
ん
や
、
と
。
曰
は
く
、
惟
だ
孔
子
の
み
に
し
て
後
に
可
な
り
、
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と
。
問
ふ
、
靈
公

既
に
蒯
聵
を
逐
ひ
、
公
子
郢

辭
し
て
立
た
ず
、
衞
人

輒
を
立
て
以
て
蒯
聵
を
拒
む
。
理
を
論
ず
れ
ば
、

（
１
）

輒
は
合
下
に
便
ち
當
に
立
つ
べ
か
ら
ず
、
蒯
聵
を
拒
む
を
待
ち
て
後
に
當
に
立
つ
べ
か
ら
ず
と
爲
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
と
。

曰
は
く
、
固
に
是
な
り
。
輒

既
に
立
て
ば
、
蒯
聵

來
た
り
て
爭
ふ
こ
と
必
せ
り
、
と
。
【
僩
】

（
２
）

口
語
訳

質
問
し
た
、
「
衛
の
君
主
（
で
あ
る
出
公
輒
）
は
、
孔
子
を
召
し
寄
せ
て
、
政
治
を
行
お
う
と
し
ま
し
た
が
、
孔
子
は
ま

ず
名
を
正
す
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
孔
子
は
（
召
し
寄
せ
ら
れ
て
）
輒
の
臣
下
と
な
っ
て
い
な
が
ら
、
輒
を
退
け
さ
せ
よ
う

と
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
人
情
と
い
え
ま
し
ょ
う
か
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
た
だ
孔
子
の
み
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
。

質
問
し
た
、
「
衛
の
霊
公
は
、
す
で
に
蒯
聵
を
放
逐
し
、
公
子
の
郢
も
辞
退
し
て
即
位
し
な
か
っ
た
の
で
、
衛
人
た
ち
は

輒
を
擁
立
し
、
蒯
聵
を
拒
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
道
理
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
出
公
輒
は
そ
も
そ
も
擁
立
す
べ
き
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
蒯
聵
が
拒
ま
れ
た
か
ら
擁
立
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
「
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
だ
。
輒
が
即
位
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
蒯
聵
が
戻
っ
て
き
て
争
い
と
な
っ
た
こ
と

は
必
定
で
あ
る
。
」
と
。
【
沈
僩
録
】

注

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
１
）
靈
公
既
…
を
拒
む
―
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
条
［
路
３
・
５
／
四
三
・
一
四
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
３
）
、
お
よ

び
注
（
５
）
を
参
照
）
。

（
２
）
僩
―
「
僩
」
は
、
沈
僩
。
字
は
荘
仲
、
温
州
永
嘉
県
（
浙
江
省
）
の
人
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
六
八
四

頁
・
『
門
人
』
第
一
三
三
頁
・
『
年
攷
』
第
一
五
七
頁
・
『
書
院
』
第
二
〇
六
頁
な
ど
を
参
照
。

［
路
３
・
７
／
四
三
・
一
六
］

本

文

必
也
正
名
乎
。
孔
子
若
仕
衞
、
必
先
正
其
君
臣
父
子
之
名
。
如
蒯
聵
不
當
立
、
輒
亦
不
當
立
、
當
去
輒
而
別
立
君
以
拒
蒯
聵
。

晉
趙
鞅
欲
立
蒯
聵
。
聖
人
出
時
、
必
須
大
與
他
剖
判
一
番
、
敎
它
知
箇
是
與
不
是
。
」
亞
夫
問
、
論
道
理
、
固
是
去
輒
、
使

（
１
）

國
人
自
拒
蒯
聵
。
以
事
情
論
之
、
晉
人
正
主
蒯
聵
、
勢
足
以
壓
衞
、
聖
人
如
何
請
于
天
子
、
請
于
方
伯
。
天
子
既
自
不
奈
何
、

（
２
）

方
伯
又
是
晉
自
做
、
如
何
得
。
曰
、
道
理
自
是
合
如
此
了
。
聖
人
出
來
、
須
自
能
使
晉
不
爲
蒯
聵
。
賀
孫
因
問
、
如
請
討

陳
常
之
事
、
也
只
是
據
道
理
、
不
論
事
情
。
曰
、
如
這
一
兩
件
大
事
、
可
惜
聖
人
做
不
透
。
若
做
得
透
、
使
三
綱
五
常
既
壞

（
３
）

而
復
興
、
千
條
萬
目
自
此
而
更
新
。
聖
人
年
七
八
十
歳
、
拳
拳
之
心
、
終
做
不
成
。【
賀
孫
】

校
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（
１
）
他
―
「
他
」
は
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
它
」
に
作
る
。

（
２
）
衞
―
「
衞
」
は
、
楠
本
本
は
「
魯
」
に
作
る
。

（
３
）
陳
常
―
「
陳
常
」
は
、
楠
本
本
は
「
陳
恆
」
に
作
る
。

訓

読

「
必
ず
名
を
正
さ
ん
か
」
。
孔
子

若
し
衞
に
仕
ふ
れ
ば
、
必
ず
先
づ
其
の
君
臣
父
子
の
名
を
正
す
。
如
し
蒯
聵

當
に
立
つ

べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
輒
も
亦
た
當
に
立
つ
べ
か
ら
ず
、
當
に
輒
を
去
ら
せ
て
別
に
君
を
立
て
以
て
蒯
聵
を
拒
む
べ
し
。
晉
の
趙

鞅

蒯
聵
を
立
て
ん
と
欲
す
。
聖
人

出
づ
る
の
時
、
必
ず
須
ら
く
大
い
に
他
と
剖
判
す
る
こ
と
一
番
、
它
を
し
て
箇
の
是
と

（
１
）

不
是
と
を
知
ら
し
む
べ
し
、
と
。
亞
夫

問
ふ
、
「
道
理
を
論
ず
れ
ば
、
固
是
よ
り
輒
を
去
ら
せ
、
國
人
を
し
て
自
ら
蒯
聵

（
２
）

を
拒
ま
し
む
。
事
情
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
晉
人

正
に
蒯
聵
を
主
と
し
、
勢

以
て
衞
を
壓
す
る
に
足
る
に
、
聖
人

如

何
に
し
て
天
子
に
請
ひ
、
方
伯
に
請
は
ん
。
天
子

既
自
に
奈
何
と
も
せ
ず
、
方
伯
も
又
是
た
晉

自
ら
做
し
、
如
何
に
し
て

す

で

得
ん
、
と
。
曰
は
く
、
道
理

自
是
ら
合
に
此
く
の
如
か
る
べ
く
し
て
了
は
る
。
聖
人

出
で
來
た
る
に
、
須
自
ら
く
能
く
晉

を
し
て
蒯
聵
を
爲
さ
ざ
ら
し
む
、
と
。
賀
孫

因
り
て
問
ふ
、
陳
常
を
討
た
ん
と
請
ふ
の
事
の
如
き
も
、
也
た
只
是
だ
道
理

（
３
）

（
４
）

に
據
り
、
事
情
を
論
ぜ
ず
、
と
。
曰
は
く
、
這
の
一
兩
件
の
大
事
の
如
き
は
、
聖
人
の
做
し
透
さ
ざ
る
を
惜
し
む
べ
し
。
若

し
做
し
得
て
透
せ
ば
、
三
綱
五
常
の
既
に
壞
る
る
を
し
て
復
た
興
さ
し
め
、
千
條
萬
目

此
れ
自
り
し
て
更
新
す
。
聖
人

年

七
八
十
歳
、
拳
拳
の
心
、
終
に
做
し
て
成
ら
ず
、
と
。
【
賀
孫
】

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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口
語
訳

「
必
ず
名
を
正
さ
ん
か
」
に
つ
い
て
。
も
し
も
孔
子
が
衛
に
仕
官
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
ま
ず
は
君
臣
父
子
の
名
を
正
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
荘
公
蒯
聵
が
即
位
す
べ
き
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
出
公
輒
も
ま
た
即
位
す
べ
き
で
は
な
く
、
輒
を

退
け
て
別
に
君
主
を
即
位
さ
せ
、
蒯
聵
も
拒
む
べ
き
で
あ
る
。
晋
の
趙
鞅
は
、
蒯
聵
を
擁
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
聖
人

が
政
治
の
場
に
立
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
蒯
聵
に
つ
い
て
ひ
と
通
り
分
析
し
て
、
そ
の
是
と
不
是
と
を
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る

は
ず
だ
。

㬊
亜
父
（
淵
）
が
質
問
し
た
、
「
道
理
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
も
と
よ
り
輒
を
退
け
て
、
衛
人
自
身
に
蒯
聵
を
拒
絶
さ
せ
る

こ
と
で
す
。
し
か
し
事
情
を
も
っ
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
晋
人
は
ま
さ
に
蒯
聵
を
（
衛
の
）
君
主
と
し
て
、
そ
の
勢
い
も
衛
を

圧
倒
す
る
に
十
分
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
聖
人
は
い
か
に
し
て
（
蒯
聵
を
衛
の
君
主
と
し
な
い
こ
と
を
）
天
子
に
請
願
し
、
諸

侯
に
請
願
す
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
す
で
に
天
子
自
身
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
諸
侯
も
ま
た
晋
が
な
す
こ
と
に
ど

う
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

朱
熹
が
い
っ
た
、
「
道
理
は
お
の
ず
か
ら
こ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
聖
人
が
政
治
の
場
に
立
っ
た
と
す
れ
ば
、
晋

人
に
蒯
聵
（
を
衛
の
君
主
）
に
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。

葉
賀
孫
が
こ
れ
に
ち
な
ん
で
質
問
し
た
、
「
（
孔
子
が
）
田
恒
を
討
伐
す
る
こ
と
を
（
魯
の
哀
公
に
）
求
め
た
こ
と
な
ど
も
、

わ

た

し

ま
た
道
理
の
み
に
拠
る
べ
き
で
、
事
情
を
論
じ
な
い
こ
と
で
す
ね
。
」
と
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
33
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朱
熹
が
い
っ
た
、
「
こ
れ
ら
一
、
二
の
重
大
な
こ
と
の
ご
と
き
は
、
残
念
な
が
ら
、
聖
人
が
な
し
尽
く
せ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
も
し
も
な
し
尽
く
し
て
い
た
な
ら
ば
、
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
三
綱
五
常
を
元
ど
お
り
に
さ
せ
て
、
あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
こ
れ
よ
り
新
た
に
さ
せ
る
。
聖
人
（
孔
子
）
の
年
齢
は
、
七
、
八
十
歳
に
し
て
、
そ
の
恭
し
い
心
は
、
つ
い
に
行

き
届
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
。【
葉
賀
孫
録
】

注（
１
）
晉
の
趙
…
と
欲
す
―
「
趙
鞅
」
は
、
春
秋
時
代
の
晋
の
政
治
家
。
趙
簡
子
と
称
さ
れ
る
。
衛
の
霊
公
四
二
年
（
前
四
九
三

年
）
、
霊
公
が
没
し
、
出
公
輒
が
擁
立
さ
れ
た
際
、
追
放
さ
れ
た
蒯
聵
を
か
く
ま
っ
た
。
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
、
「
夏
、
衞

靈
公
卒
、
立
孫
輒
、
是
爲
衞
出
公
。
六
月
、
趙
鞅
内
太
子
蒯
聵
于
戚
。
陽
虎
使
太
子
絻
、
八
人
衰
絰
、
僞
自
衞
迎
者
、
哭
而

入
、
遂
居
焉
。
冬
、
蔡
遷
于
州
來
。
是
歲
魯
哀
公
三
年
、
而
孔
子
年
六
十
矣
。
齊
助
衞
圍
戚
、
以
衞
太
子
蒯
聵
在
故
也
。
」

（
中
華
書
局
標
点
本
、
第
一
九
二
七
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
衛
康
叔
世
家
に
「
六
月
乙
酉
、
趙
簡
子
欲
入
蒯
聵
、
乃
令
陽
虎
詐

命
衞
十
餘
人
衰
絰
歸
、
簡
子
送
蒯
聵
。
衛
人
聞
之
、
發
兵
擊
蒯
聵
。
蒯
聵
不
得
入
、
入
宿
而
保
、
衛
人
亦
罷
兵
。
」
（
中
華
書

局
標
点
本
、
第
一
五
九
九
頁
）
と
あ
る
。
そ
の
後
、
衛
の
出
公
十
三
年
（
前
四
八
〇
年
）
、
趙
鞅
が
軍
を
率
い
て
衛
を
攻
め

る
と
と
も
に
、
蕢
聵
ら
が
出
公
輒
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
出
公
を
放
逐
、
蕢
聵
は
即
位
し
て
荘
公
と
な
っ
た
。
［
路

３
・
５
／
四
三
・
一
四
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
５
）
を
参
照
）
。

（
２
）
亞
夫

問
ふ
―
「
亞
夫
」
は
、
㬊
淵
の
字
。
㬊
淵
は
、
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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照
）
。

（
３
）
賀
孫

因
り
て
問
ふ
―
「
賀
孫
」
は
、
葉
賀
孫
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注

（
６
）
を
参
照
）
。

（
４
）
陳
常
を
…
如
き
も
―
「
陳
常
」
は
、
田
恒
。
姓
は
嬀
、
氏
は
田
あ
る
い
は
陳
、
諱
は
恒
あ
る
い
は
常
。
春
秋
時
代
の
斉
の

大
夫
で
、
斉
の
政
権
を
掌
握
し
た
人
物
。
田
恒
と
と
も
に
斉
の
宰
相
で
あ
っ
た
闞
止
（
字
は
子
我
）
は
、
田
氏
の
宗
主
で
あ

る
田
恒
を
殺
害
し
、
闞
止
に
仕
え
て
い
た
田
豹
（
田
恒
の
遠
縁
に
あ
た
る
）
を
新
た
な
宗
主
に
し
よ
う
と
謀
略
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
と
き
の
君
主
で
あ
る
簡
公
も
そ
れ
を
望
ん
だ
が
、
闞
止
の
謀
略
は
失
敗
し
、
簡
公
は
闞
止
と
と
も
に
田
恒
ら
兄

弟
に
よ
り
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
田
敬
仲
完
世
家
に
「
田
氏
疏
族
田
豹
事
子
我
有

寵
。
子
我
曰
、
吾
欲
盡
滅
田
氏
適
、
以
豹
代
田
氏
宗
。
豹
曰
、
臣
於
田
氏
疏
矣
。
不
聽
。
已
而
豹
謂
田
氏
曰
、
子
我
將
誅
田

氏
、
田
氏
弗
先
、
禍
及
矣
。
子
我
舍
公
宮
、
田
常
兄
弟
四
人
乘
如
公
宮
、
欲
殺
子
我
。
子
我
閉
門
。
簡
公
與
婦
人
飲
檀
臺
、

將
欲
擊
田
常
。
太
史
子
餘
曰
、
田
常
非
敢
爲
亂
、
將
除
害
。
簡
公
乃
止
。
田
常
出
、
聞
簡
公
怒
、
恐
誅
、
將
出
亡
。
」
（
中
華

書
局
標
点
本
、
一
八
八
三
頁
）
と
あ
る
の
に
詳
し
い
。
ま
た
こ
の
件
に
つ
い
て
、
『
論
語
』
憲
問
篇
第
二
二
章
に
は
「
陳
成

子
弑
簡
公
。
孔
子
沐
浴
而
朝
、
告
於
哀
公
曰
、
陳
恆
弑
其
君
。
請
討
之
。
公
曰
、
告
夫
三
子
。
孔
子
曰
、
以
吾
從
大
夫
之
後
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

不
敢
不
告
也
。
君
曰
、
告
夫
三
子
者
。
之
三
子
告
。
不
可
。
孔
子
曰
、
以
吾
從
大
夫
之
後
、
不
敢
不
告
也
。
」
と
あ
る
。
す

な
わ
ち
本
条
に
「
請
討
陳
常
之
事
」
と
あ
る
の
は
、
君
主
簡
公
を
弑
逆
し
た
田
恒
（
陳
恒
）
を
討
つ
よ
う
、
孔
子
が
魯
の
哀

公
に
要
請
し
た
こ
と
を
指
す
。
な
お
こ
の
章
に
対
す
る
朱
熹
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
志
村
敦
弘
・
中
嶋
諒
「
『
朱
子
語
類
』

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
33
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巻
四
十
四
訳
注
（
四
）
」
（
『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
三
一
、
二
〇
二
三
年
一
月
）
の[

憲(
)
]

陳
成
子
弑
簡
公
章

15

22

（
第
一
一
六
～
一
二
四
頁
）
を
参
照
。

（
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
～
［
路
３
・
７
／
四
三
・
一
六
］
条
担
当

中
嶋

諒
）

［
路
３
・
８
／
四
三
・
一
七
］

本

文

呉
伯
英
問
、
若
使
夫
子
爲
衞
政
、
不
知
果
能
使
出
公
出
從
蒯
聵
否
。
曰
、
聖
人
行
事
、
只
問
義
之
合
與
不
合
、
不
問
其
能
與

（
１
）

不
能
也
。
若
使
毎
事
只
管
計
較
其
能
與
不
能
、
則
豈
不
惑
於
常
情
利
害
之
私
乎
。
此
在
學
者
尤
宜
用
力
。
而
況
聖
人
乎
。

【
壯
祖
】

（
２
）

校

勘

（
１
）
若―

「
若
」
は
、
楠
本
本
は
「
若
」
の
上
に
「
衞
君
待
子
而
爲
政
」
が
あ
る
。

（
２
）
莊
祖―

「
莊
祖
」
は
、
楠
本
本
は
「
處
謙
」
に
作
る
。

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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訓

読

呉
伯
英
問
ふ
、
若
使
し
夫
子
を
し
て
衞
の
政
を
爲
せ
ば
、
知
ら
ず
、
果
た
し
て
能
く
出
公
を
し
て
出
で
て
蒯
聵
に
從
は
し
む

（
１
）

も

る
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
聖
人
の
行
事
は
、
只
だ
義
の
合
ふ
と
合
は
ざ
る
と
を
問
ふ
の
み
に
し
て
、
其
の
能
く
す
と
能
く

せ
ざ
る
と
を
問
は
ざ
る
な
り
。
若
使
し
事
毎
に
只
管
ら
其
の
能
く
す
と
能
く
せ
ざ
る
と
を
計
較
す
れ
ば
、
則
ち
豈
に
常
情
利

ひ

た

す

害
の
私
に
惑
は
ざ
ら
ん
や
。
此
れ
學
者
に
在
り
て
は
尤
も
宜
し
く
力
を
用
ふ
べ
し
。
而
る
を
況
ん
や
聖
人
を
や
、
と
。

【
壯
祖
】

（
２
）

口
語
訳

呉
伯
英
（
雄
）
が
質
問
し
た
、
「
も
し
孔
子
が
衛
の
政
治
を
執
れ
ば
、
果
た
し
て
出
公
（
輒
）
を
（
そ
の
父
）
蒯
聵
に
従

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
聖
人
の
行
い
は
、
正
義
に
適
う
か
否
か
を
こ
そ
問
う
の
で
あ
っ
て
、
で
き
る
で
き
な
い
は
問
わ

な
い
も
の
だ
。
も
し
何
を
す
る
に
も
で
き
る
で
き
な
い
ば
か
り
を
計
算
し
て
い
る
な
ら
、
人
の
常
と
し
て
の
利
害
（
へ
の
固

執
）
の
欲
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
は
お
れ
ま
い
。
こ
れ
は
学
ぶ
者
に
お
い
て
特
に
努
力
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
聖
人
な
ら
尚
更

（
努
力
し
て
い
る
の
）
だ
。
」
と
。
【
李
壮
祖
録
】

注

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第
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33
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（
１
）
呉
伯
英
問
ふ
―
「
呉
伯
英
」
は
、
名
は
雄
。
岳
州
平
江
県
（
湖
南
省
）
の
人
。
陽
平
先
生
と
称
さ
れ
た
。
一
一
九
三
～
一

一
九
四
年
頃
、
蔡
元
定
の
紹
介
に
よ
り
朱
熹
に
師
事
。
陽
平
書
院
を
設
立
。
星
緯
、
占
候
、
孫
呉
の
兵
法
に
通
じ
た
と
い
う
。

『
学
案
補
遺
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
一
一
一
二
頁
・
『
年
攷
』
第
二
六
二
頁
・
『
門
人
』
第
五
八
頁
・
『
書
院
』
第
一
七

一
頁
な
ど
を
参
照
。

（
２
）
壯
祖
―
「
壯
祖
」
は
、
李
壮
祖
。
字
は
処
謙
（
校
勘
の
（
２
）
も
参
照
）
。
邵
武
軍
光
沢
県
（
福
建
省
）
の
人
。
嘉
定
四

年
（
一
二
一
一
）
の
進
士
。
一
一
八
八
～
一
一
九
〇
年
、
一
一
九
二
～
一
一
九
四
年
、
一
一
九
九
年
の
三
次
に
わ
た
り
朱
熹

に
師
事
。
本
条
で
は
、
呉
伯
英
と
の
同
席
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
第
二
次
師
事
期
の
も
の
で
あ
る
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資

料
索
引
』
第
九
八
〇
頁
・
『
年
攷
』
第
一
〇
六
～
一
〇
八
頁
・
『
門
人
』
第
七
七
頁
・
『
書
院
』
第
一
一
九
頁
な
ど
を
参
照
。

［
路
３
・
９
／
四
三
・
一
八
］

（
１
）

本

文

問
、
夫
子
得
政
於
衞
、
須
有
所
廢
立
否
。
曰
、
亦
只
是
説
與
他
、
令
自
爲
去
就
、
亦
難
爲
迫
逐
之
。【
必
大
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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訓

読

問
ふ
、
夫
子
政
を
衞
に
得
れ
ば
、
須
ら
く
廢
立
す
る
所
有
る
べ
き
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
亦
た
只
是
だ
他
に
説
與
し
て
、

せ

つ

よ

（
１
）

自
ら
去
就
を
爲
さ
し
む
る
の
み
な
る
も
、
亦
た
迫
り
て
之
れ
を
逐
ふ
を
爲
し
難
し
、
と
。
【
必
大
】

（
２
）

口
語
訳

質
問
し
た
、
「
孔
子
が
衛
で
政
治
を
任
せ
ら
れ
れ
ば
、
き
っ
と
（
国
君
の
）
廃
立
を
す
る
に
違
い
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
や
は
り
彼
（
出
公
輒
）
に
説
い
て
彼
自
身
に
進
退
を
決
め
さ
せ
る
よ
り
他
に
な
い
が
、
や
は
り

（
そ
の
輒
に
退
位
を
）
迫
っ
て
こ
れ
を
放
逐
す
る
の
は
難
し
か
ろ
う
。
」
と
。
【
呉
必
大
録
】

注（
１
）
亦
た
只

…

與
し
て

―

「
説
與
」
は
、
「
説
き
聞
か
せ
る
、
話
し
て
や
る
」
の
意
。
入
矢
義
高
・
古
賀
英
彦
『
禅
語
辞
典
』

（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
に
、
「
動
詞
の
あ
と
に
つ
い
て
「
与
え
る
」
と
い
う
意
を
添
え
る
」
（
第
四
六
〇
頁
）
と
い

う
。
こ
の
語
と
解
説
は
、
渡
邊
賢
・
原
信
太
郎
ア
レ
シ
ャ
ン
ド
レ
・
志
村
敦
弘
「
『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
四
訳
注(

五)

」

（
『
中
国
哲
学
研
究
』
三
三
、
二
〇
二
三
年
一
二
月
）
［
憲

（

）
・
３
／
四
四
・
八
七
］
条
に
も
見
え
る
（
そ
の
注

26

37

（

）
を
参
照
）
。
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（
２
）
必
大
―
「
必
大
」
は
、
呉
必
大
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
２
・
４
／
四
三
・
四
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
３
）
を
参

照
）
。

［
路
３
・

／
四
三
・
一
九
］

（
１
）

10

本

文

胡
文
定
説
輒
事
、
極
看
得
好
。
【
可
學
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

胡
文
定

輒
の
事
を
説
く
に
、
極
め
て
看
得
て
好
し
。【
可
學
】

（
１
）

（
２
）

口
語
訳

胡
文
定
（
安
国
）
の
輒
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
見
識
が
極
め
て
素
晴
ら
し
い
。
【
鄭
可
学
録
】

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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注（
１
）
胡
文
定
…
説
く
に
―
「
胡
文
定
」
は
、
胡
安
国
（
一
〇
七
三
～
一
一
三
八
）
の
諡
。
字
は
康
侯
、
「
文
定
」
は
そ
の
号
。

建
寧
崇
安
（
福
建
省
）
の
人
。
紹
聖
四
年
（
一
〇
九
七
年
）
の
進
士
。
荊
南
州
学
教
授
、
提
挙
江
東
路
学
事
、
中
書
舎
人
兼

侍
講
な
ど
を
歴
任
。
程
門
の
游
酢
、
謝
良
佐
、
楊
時
ら
と
交
わ
る
。
湖
南
学
派
の
祖
。
著
作
に
『
春
秋
胡
氏
伝
』
『
資
治
通

鑑
挙
要
補
遺
』
な
ど
が
あ
る
。
胡
宏
、
胡
寅
は
そ
の
子
。
『
学
案
』
巻
三
四
・
『
学
案
補
遺
』
巻
三
四
・
『
宋
史
』
巻
四
三

五
・
『
資
料
索
引
』
第
一
五
九
一
頁
な
ど
を
参
照
。
こ
こ
で
は
彼
の
『
胡
氏
春
秋
伝
』
の
ど
の
議
論
を
目
し
て
か
く
言
う
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
次
条
［
路
３
・

／
四
三
・
二
〇
］
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
父
子
間
の
道
理
を
重
視
す
る

11

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
条
の
注
（
１
）
を
参
照
。

（
２
）
可
學
―
「
可
學
」
は
、
鄭
可
学
（
一
一
五
二
～
一
二
一
二
）
。
字
は
子
上
、
持
斎
と
号
し
た
。
興
化
軍
莆
田
県
（
福
建

省
）
の
人
。
朱
熹
の
子
弟
教
育
を
任
さ
れ
た
高
弟
で
あ
る
。
著
に
、
『
春
秋
博
議
』
『
師
説
』
な
ど
が
あ
る
。
『
年
攷
』
に
よ

れ
ば
、
一
一
八
七
～
八
八
年
、
一
一
九
〇
～
九
一
年
、
一
一
九
三
年
、
一
一
九
八
年
に
朱
熹
に
師
事
。
『
学
案
』
巻
六
九
・

『
資
料
索
引
』
第
三
六
八
六
頁
・
『
年
攷
』
第
八
三
～
九
四
頁
・
『
門
人
』
第
二
三
六
～
二
三
七
頁
・
『
門
人
』
第
一
一
五
頁

な
ど
を
参
照
。
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［
路
３
・

／
四
三
・
二
〇
］

（
１
）

11

本

文

問
、
胡
氏
之
説
、
只
是
論
孔
子
爲
政
正
名
、
事
理
合
如
此
。
設
若
衞
君
用
孔
子
、
孔
子
既
爲
之
臣
而
爲
政
、
則
此
説
亦
可
通

否
。
曰
、
聖
人
必
不
肯
北
面
無
父
之
人
。
若
輒
有
意
改
過
遷
善
、
則
孔
子
須
先
與
斷
約
、
如
此
方
與
他
做
。
以
姚
崇
猶
先
以

十
事
與
明
皇
約
、
然
後
爲
之
相
、
而
況
孔
子
乎
。
若
輒
不
能
然
、
則
孔
子
決
不
爲
之
臣
矣
。
【
淳
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

問
ふ
、
胡
氏
の
説
は
、
只
是
だ
孔
子

政
を
爲
せ
ば
名
を
正
さ
ん
こ
と
を
論
ず
る
の
み
、
事
理
は
合
に
此
く
の
如
か
る
べ
し
。

（
１
）

設
若
し
衞
君
孔
子
を
用
ひ
、
孔
子

既
に
之
れ
が
臣
と
爲
り
て
政
を
爲
せ
ば
、
則
ち
此
の
説
も
亦
た
通
ず
可
き
や
否
や
、
と
。

も
曰
は
く
、
聖
人

必
ず
父
を
無
み
す
る
の
人
に
北
面
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
。
若
し
輒

過
ち
を
改
め
善
に
遷
る
に
意
有
れ
ば
、
則

（
２
）

ち
孔
子

先
に
與
に
約
を
斷
む
る
を
須
ち
て
、
此
く
の
如
く
し
て
方
め
て
他
の
與
に
做
さ
ん
。
姚
崇
を
以
て
す
ら
猶
ほ
先
に

と
も

さ
だ

た
め

十
事
を
以
て
明
皇
と
約
し
、
然
る
後
に
之
れ
が
相
と
爲
れ
り
、
而
る
を
況
ん
や
孔
子
を
や
。
若
し
輒

然
す
る
能
は
ざ
れ
ば
、

（
３
）

則
ち
孔
子
決
し
て
之
れ
が
臣
と
爲
ら
ざ
ら
ん
、
と
。【
淳
】

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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口
語
訳

質
問
し
た
、
「
胡
安
国
氏
の
説
は
、
孔
子
が
（
衛
の
）
政
治
を
執
れ
ば
（
君
臣
の
）
名
を
正
す
で
あ
ろ
う
と
論
ず
る
の
み

で
、
道
理
と
し
て
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
（
し
か
し
）
も
し
衛
君
が
孔
子
を
登
用
し
、
孔
子
が
そ
の
臣
と
な
っ
て
政

治
を
執
れ
ば
、
こ
の
（
胡
氏
の
）
説
は
通
じ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
聖
人
孔
子
は
父
を
無
き
が
ご
と
く
扱
う
（
輒
の
よ
う
な
）
人
に
仕
え
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し

な
い
。
も
し
輒
が
過
ち
を
改
め
善
を
実
践
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
孔
子
は
先
ず
（
輒
と
）
と
も
に
約
束
し
て
、
そ
う
し
て

は
じ
め
て
彼
（
輒
）
の
た
め
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
唐
の
）
姚
崇
に
し
て
先
ず
は
十
の
事
を
明
皇
（
玄
宗
）
と
約
束
し
、
そ
れ

か
ら
宰
相
に
な
っ
た
の
だ
。
孔
子
な
ら
尚
更
だ
。
も
し
輒
が
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
孔
子
は
決
し
て
そ
の
臣
と

は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
」
と
。
【
陳
淳
録
】

注（
１
）
問
ふ
、
胡
…
る
の
み
―
「
胡
氏
之
説
、
只
是
論
孔
子
爲
政
正
名
」
は
、
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
例
え
ば
『
春
秋
胡
氏
伝
』

巻
二
九
、
哀
公
三
年
の
「
春
、
齊
國
。
夏
、
衛
石
曼
姑
帥
師
圍
戚
。
」
の
条
に
お
い
て
、
『
論
語
』
述
而
篇
第
一
四
条
の
「
冉

有
謂
子
貢
曰
、
夫
子
爲
衛
君
乎
。
子
貢
曰
、
諾
。
吾
將
問
之
。
入
曰
、
伯
夷
叔
齊
何
人
也
。
曰
、
古
之
賢
人
也
。
怨
乎
。
曰
、

求
仁
而
得
仁
、
又
何
怨
。
出
曰
、
夫
子
不
爲
也
。
」
を
引
用
し
つ
つ
、
父
子
間
の
道
理
に
よ
り
子
た
る
輒
は
父
た
る
蒯
聵
に
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国
君
の
位
を
譲
る
べ
き
と
し
て
、
「
天
下
豈
有
無
父
之
國
哉
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
を
指
す
か
。

（
２
）
若
し
輒…

有
れ
ば―

「
改
過
遷
善
」
は
、
『
易
』
益
卦
象
伝
に
「
君
子
以
見
善
則
遷
、
有
過
則
改
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
姚
崇
を
…
爲
れ
り
―
「
姚
崇
」
は
姚
崇
（
六
五
〇
～
七
二
一
）
、
諡
は
文
献
、
初
名
は
元
崇
。
陝
州
硤
石
（
河
南
省
）
の

人
。
則
天
武
后
か
ら
玄
宗
に
至
る
ま
で
仕
え
、
宰
相
、
兵
部
尚
書
な
ど
を
歴
任
。
『
旧
唐
書
』
巻
九
六
、
『
新
唐
書
』
巻
一
二

四
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
「
十
事
」
は
、
『
新
唐
書
』
巻
一
二
四
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
〇
に
見
え
る
、
姚
崇
が
玄
宗
か
ら

宰
相
に
な
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
際
、
仁
恕
を
優
先
す
る
こ
と
、
青
海
地
方
の
回
復
を
断
念
す
る
こ
と
、
道
理
が
皇
帝
の
側
近

に
も
行
わ
れ
る
こ
と
等
、
十
の
要
請
を
な
し
た
の
に
対
し
、
玄
宗
が
そ
の
実
行
を
約
し
た
、
と
い
う
故
事
に
基
づ
く
。
「
明

皇
」
は
、
「
玄
宗
の
お
く
り
名
〝
至
道
大
聖
大
明
孝
皇
帝
〟
に
も
と
づ
く
俗
称
」
（
田
中
謙
二
『
資
治
通
鑑
』
（
朝
日
新
聞
社

ヽ

ヽ

中
国
文
明
選
、
一
九
七
四
年
）
第
四
四
七
頁
。
傍
点
原
著
）
で
あ
る
。

（
４
）
淳
―
「
淳
」
は
、
陳
淳
（
一
一
五
三
～
一
二
一
七
）
。
字
は
安
卿
、
諡
は
文
安
、
号
は
北
渓
。
漳
州
龍
溪
県
（
福
建
省
）

の
人
。
朱
熹
よ
り
「
南
来
し
て
、
吾
が
道
に
陳
淳
を
得
る
を
喜
ぶ
。
」
と
称
賛
さ
れ
た
朱
門
屈
指
の
高
弟
で
あ
る
。
『
北
溪
先

生
性
理
字
義
』
二
巻
、
『
北
溪
大
全
集
』
五
十
巻
が
あ
る
。
一
一
九
〇
～
一
一
九
一
年
、
一
一
九
九
年
に
朱
熹
に
師
事
。

『
宋
史
』
巻
四
三
〇
・
『
学
案
』
巻
六
八
・
『
資
料
索
引
』
第
二
四
七
一
頁
・
『
年
攷
』
第
一
三
四
～
一
六
二
頁
・
『
門
人
』
第

一
五
一
～
一
五
二
頁
・
『
書
院
』
第
一
四
三
頁
な
ど
を
参
照
。

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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［
路
３
・

／
四
三
・
二
一
］

（
１
）

12

本

文

問
、
胡
氏
云
云
。
使
孔
子
得
政
、
則
是
出
公
用
之
也
、
如
何
做
得
此
等
事
。
曰
、
據
事
理
言
之
、
合
當
如
此
做
耳
。
使
孔
子

仕
衞
、
亦
必
以
此
事
告
之
出
公
。
若
其
不
聽
、
則
去
之
耳
。
【
廣
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

問
ふ
、
胡
氏
云
云
。
孔
子
を
し
て
政
を
得
し
む
れ
ば
、
則
ち
是
れ
出
公

之
れ
を
用
ふ
る
な
り
、
如
何
ぞ
此
れ
等
の
事
を
做

し
得
ん
、
と
。
曰
は
く
、
事
理
に
據
り
て
之
れ
を
言
へ
ば
、
合
當
に
此
く
の
如
く
做
す
べ
き
の
み
。
孔
子
を
し
て
衞
に
仕
へ

ま

さ

し
む
る
も
、
亦
た
必
ず
此
の
事
を
以
て
之
れ
を
出
公
に
告
げ
ん
。
若
し
其
れ
聽
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
去
る
の
み
、
と
。

（
１
）

【
廣
】

（
２
）

口
語
訳

質
問
し
た
、
「
胡
氏
の
説
に
云
々
と
あ
り
ま
す
。
孔
子
が
（
衛
の
）
政
治
を
執
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
出
公
が
孔
子
を
登
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用
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
（
輒
を
し
て
郢
に
譲
位
さ
せ
る
）
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
道
理
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
（
郢
に
譲
位
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
が
衛
に
仕
え

て
も
、
や
は
り
き
っ
と
こ
の
こ
と
を
出
公
に
告
げ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
（
出
公
の
許

を
）
去
る
ま
で
だ
。
」
と
。
【
輔
広
録
】

注（
１
）
若
し
其
…
る
の
み
―
「
若
其
不
聽
、
則
去
之
耳
」
は
、
『
孟
子
』
万
章
下
篇
第
九
章
の
「
君
有
過
則
諫
、
反
覆
之
而
不
聽
、

則
去
。
」
を
典
拠
と
す
る
。
孟
子
が
貴
戚
（
王
と
同
族
）
の
卿
と
異
姓
の
卿
の
在
り
方
の
違
い
を
説
い
た
際
、
後
者
に
つ
い

て
述
べ
た
箇
所
に
当
た
る
。

（
２
）
廣
―
「
廣
」
は
、
輔
広
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

［
路
３
・

／
四
三
・
二
二
］

（
１
）

13

本

文

蒯
聵
與
輒
、
若
有
一
人
識
道
理
、
各
相
避
就
去
了
。
今
蒯
聵
欲
入
衞
、
輒
不
動
、
則
所
以
處
其
事
者
當
如
何
。
後
世
議
者
皆

以
爲
當
立
郢
、
不
知
郢
不
肯
做
。
郢
之
不
立
、
蓋
知
其
必
有
紛
爭
也
。
若
使
夫
子
爲
政
、
則
必
上
告
天
子
、
下
告
方
伯
、
拔

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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郢
而
立
之
、
斯
爲
得
正
。
然
夫
子
固
不
欲
與
其
事
也
。
或
謂
、
春
秋
書
晉
趙
鞅
納
世
子
蒯
聵
于
戚
。
稱
世
子
者
、
謂
其
當
立
。

曰
、
若
不
如
此
書
、
當
如
何
書
之
。
説
春
秋
者
多
穿
鑿
、
往
往
類
此
。
【
人
傑
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

蒯
聵
と
輒
と
、
若
し
一
人
道
理
を
識
る
こ
と
有
れ
ば
、
各
お
の
相
ひ
避
就
し
去
き
了
は
れ
り
。
今

蒯
聵

衞
に
入
ら
ん
と
欲

し
て
、
輒
動
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
事
に
處
す
る
所
以
の
者
は
當
に
如
何
す
べ
き
。
後
世
の
議
す
る
者
は
皆
な
以
て
當
に
郢

（
１
）

え
い

を
立
つ
べ
し
と
爲
す
も
、
郢
は
做
す
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
を
知
ら
ず
。
郢
の
立
た
ざ
る
は
、
蓋
し
其
れ
必
ず
紛
爭
有
る
を
知
れ
ば

な
り
。
若
使
し
夫
子

政
を
爲
せ
ば
、
則
ち
必
ず
上
は
天
子
に
告
げ
、
下
は
方
伯
に
告
げ
、
郢
を
拔
き
て
之
れ
を
立
て
、
斯

も

（
２
）

に
正
し
き
を
得
る
と
爲
す
。
然
れ
ど
も
夫
子
固
よ
り
其
の
事
に
與
る
を
欲
せ
ざ
る
な
り
、
と
。
或
ひ
と
謂
ふ
、
春
秋
に
「
晉

あ
づ
か

の
趙
鞅

世
子
蒯
聵
を
戚
に
納
む
」
と
書
せ
り
。
世
子
と
稱
す
る
者
は
、
其
の
當
に
立
つ
べ
き
を
謂
ふ
、
と
。
曰
は
く
、
若

し
此
く
の
如
く
書
せ
ざ
れ
ば
、
當
に
如
何
に
之
れ
を
書
す
べ
け
ん
や
。
春
秋
を
説
く
者
は
穿
鑿
多
し
、
往
往
に
し
て
此
れ
に

類
す
、
と
。
【
人
傑
】

（
３
）
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叢
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口
語
訳

（
朱
熹
が
い
っ
た
、
）
「
蒯
聵
と
輒
の
う
ち
、
も
し
（
ど
ち
ら
か
）
一
人
で
も
道
理
が
分
か
っ
て
い
た
な
ら
、
ど
ち
ら
か
が

（
国
君
の
位
を
）
譲
る
な
り
就
く
な
り
し
（
て
問
題
は
生
じ
な
か
っ
）
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
二
年

四
月
の
記
事
に
見
え
る
こ
と
と
し
て
）
、
蒯
聵
が
衛
に
入
ろ
う
と
し
て
も
、
輒
が
動
か
な
け
れ
ば
、
い
か
に
し
て
こ
の
事
態
に

対
処
す
べ
き
か
。
後
世
の
（
こ
の
件
を
）
議
論
す
る
も
の
は
皆
、
（
公
子
）
郢
を
擁
立
す
べ
き
だ
と
す
る
が
、
郢
が
そ
う
し

た
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
な
い
。
郢
が
（
国
君
に
）
立
た
な
か
っ
た
の
は
、
き
っ
と
ご
た
ご
た
の
争
い
が
起
こ
る
と
知

っ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
も
し
孔
子
が
（
衛
の
）
政
治
を
執
れ
ば
、
必
ず
や
上
は
（
周
の
）
天
子
に
報
告
し
、
下
は
諸

侯
に
報
告
し
、
郢
を
抜
擢
し
て
こ
れ
を
擁
立
し
、
こ
こ
に
（
名
は
）
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
孔
子
は
そ
も
そ
も
こ

の
件
に
関
与
し
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
」
と
。

あ
る
人
が
質
問
し
た
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
（
哀
公
二
年
四
月
の
条
）
に
、
「
晋
の
趙
鞅
は
、
世
子
蒯
聵
を
戚
国
に
入
れ
た
」

と
あ
り
ま
す
。
「
世
子
」
と
称
さ
れ
る
者
は
、
（
国
君
と
し
て
）
立
つ
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
も
し
そ
う
書
か
な
か
っ
た
な
ら
、
一
体
ど
う
書
く
と
い
う
の
か
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
つ
い
て
説

く
者
に
は
穿
ち
過
ぎ
（
の
説
）
が
多
く
、
た
い
て
い
（
君
が
い
ま
言
っ
た
）
こ
の
手
（
の
説
と
同
様
）
の
も
の
だ
。
」
と
。
【
万

人
傑
録
】

注

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
１
）
今
蒯
聵
…
ざ
れ
ば
―
「
春
秋
書
晉
趙
鞅
納
世
子
蒯
聵
于
戚
」
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
二
年
の
「
夏
四
月
丙
子
」
の
条

に
「
晉
の
趙
鞅

世
子
蒯
聵
を
戚
に
納
む
」
と
見
え
る
の
を
指
す
。
衛
の
蒯
聵
が
晋
に
亡
命
し
、
そ
の
晋
の
趙
鞅
（
趙
簡

子
）
が
衛
側
の
内
応
者
十
余
人
と
謀
っ
て
蒯
聵
を
衛
の
属
国
で
あ
る
戚
に
入
国
さ
せ
た
事
件
。
最
終
的
に
出
公
輒
の
衛
は
蒯

聵
を
退
け
た
。
『
史
記
』
巻
三
七
「
衛
康
叔
世
家
」
の
霊
公
四
十
二
年
六
月
乙
酉
の
条
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

事
件
を
含
め
て
、
朱
熹
は
一
貫
し
て
父
子
の
「
道
理
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
蒯
聵
と
輒
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
２
）
則
ち
必
…
に
告
げ
―
「
必
上
告
天
子
、
下
告
方
伯
」
は
、
『
春
秋
胡
氏
伝
』
桓
公
十
五
年
「
許
叔
入
于
許
」
の
条
に
、
「
則

當
伸
大
義
、
上
告
諸
天
王
、
下
赴
諸
方
伯
、
求
復
其
國
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
人
傑
―
「
人
傑
」
は
、
万
人
傑
。
字
は
正
淳
（
正
純
と
も
）
、
興
国
軍
大
冶
県
（
湖
北
省
）
の
人
。
初
め
陸
九
齢
・
陸
九

淵
に
師
事
。
陸
九
淵
よ
り
、
曹
立
之
と
と
も
に
「
利
害
の
爲
に
動
く
所
と
な
ら
ざ
る
」
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
南
康
で

朱
熹
に
会
見
し
て
朱
門
に
転
ず
る
。
一
一
八
〇
～
八
一
年
、
一
一
八
八
～
八
九
年
、
一
一
九
三
～
一
一
九
四
年
、
一
一
九
六

～
一
一
九
七
年
、
一
一
九
九
年
に
朱
熹
に
師
事
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
三
二
二
七
頁
・
『
年
攷
』
第
六
二
～

八
二
頁
・
『
門
人
』
第
一
七
一
頁
・
『
書
院
』
第
八
二
頁
な
ど
を
参
照
。

［
路
３
・

／
四
三
・
二
三
］

（
１
）

14

本
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叔
器
問
、
子
郢
不
肯
立
、
也
似
不
是
。
曰
、
只
立
輒
時
、
只
是
蒯
聵
一
箇
來
爭
。
若
立
它
時
、
則
又
添
一
箇
來
爭
、
愈
見
事

多
。
人
以
千
乘
之
國
讓
之
而
不
肯
受
、
它
畢
竟
是
看
得
來
惹
手
難
做
後
、
不
敢
做
。【
義
剛
】

（
２
）

校

勘

（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

（
２
）
「
讓
」
は
、
朝
鮮
整
版
本
・
正
中
書
局
本
で
は
、
「
與
」
に
作
る
。

訓

読

叔
器
問
ふ
、
子
郢
立
つ
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
も
、
也
た
是
な
ら
ざ
る
に
似
る
、
と
。
曰
は
く
、
只
だ
輒
を
立
つ
る
の
み
の
時
、
只

（
１
）

是
だ
蒯
聵
一
箇
來
た
り
て
爭
ふ
の
み
。
若
し
它
を
立
つ
る
時
、
則
ち
又
一
箇
を
添
へ
て
來
た
り
て
爭
ひ
、
愈
い
よ
事
多
き
こ

と
を
見
ん
。
人
の
、
千
乘
の
國
を
以
て
之
れ
に
讓
り
て
受
く
る
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
は
、
它

畢
竟
是
れ
看
得
來
た
り
て
手
を
惹

き
て
做
し
難
く
し
て
後
、
敢
へ
て
做
さ
ざ
る
な
り
、
と
。【
義
剛
】

（
２
）

（
３
）

口
語
訳

叔
器
が
質
問
し
た
、
「
子
郢
が
（
国
君
に
）
立
と
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
間
違
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
ね
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
輒
が
立
っ
た
だ
け
の
と
き
は
、
蒯
聵
一
人
が
や
っ
て
来
て
争
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
も
し
彼

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
公
子
郢
）
が
立
っ
た
な
ら
、
更
に
も
う
一
人
が
や
っ
て
来
て
争
う
（
こ
と
に
な
る
）
の
で
、
ま
す
ま
す
こ
と
が
大
き
く
な

る
と
分
か
る
。
千
乗
の
大
国
を
譲
ら
れ
て
も
受
け
な
い
（
郢
の
よ
う
な
）
人
は
、
つ
ま
り
は
（
事
が
）
や
っ
か
い
で
手
に
負

え
な
い
の
を
見
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
手
が
出
せ
な
か
っ
た
の
だ
」
と
。
【
黄
義
剛
録
】

注（
１
）
叔
器
問
ふ
―
「
叔
器
」
は
、
胡
安
之
。
白
斎
と
号
す
る
。
袁
州
萍
郷
（
宜
春
と
も
）
県
（
江
西
省
）
の
人
。
師
事
期
は
不

明
で
あ
る
が
、
『
年
攷
』
は
、
「
か
れ
が
朱
門
に
登
っ
た
の
は
か
な
り
年
少
の
時
で
あ
っ
た
」
と
す
る
（
第
二
三
九
頁
）
。
『
学

案
補
遺
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
一
五
九
一
頁
・
『
年
攷
』
第
二
三
九
頁
・
『
門
人
』
第
一
一
四
頁
・
『
書
院
』
第
二
〇
三

頁
な
ど
を
参
照
。

（
２
）
它
畢
竟
…
し
て
後
―
「
後
」
は
、
『
考
文
解
義
』
に
は
「
後
、
讀
如
故
字
之
意
、
謂
郢
知
其
難
而
不
做
也
。
」
と
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
で
は
「
ゆ
え
に
」
の
意
味
で
訳
出
し
た
。

（
３
）
義
剛
―
「
義
剛
」
は
、
黄
義
剛
。
字
は
毅
然
、
撫
州
臨
川
県
（
江
西
省
）
の
人
。
兄
・
義
勇
と
と
も
に
朱
熹
に
師
事
。

「
文
公
に
事
ふ
る
こ
と
最
も
久
し
く
、
議
論
尤
も
根
據
有
り
」
と
い
う
。
一
一
九
三
年
、
一
一
九
九
～
一
二
〇
〇
年
に
朱
熹

に
師
事
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
二
九
一
五
～
二
九
一
六
頁
・
『
年
攷
』
第
二
三
四
～
二
四
五
頁
・
『
門
人
』
第

一
七
九
～
一
八
〇
頁
・
『
書
院
』
第
一
八
〇
頁
な
ど
を
参
照
。
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［
路
４
］
樊
遲
請
學
稼
章

〇
樊
遲
請
學
稼
、
子
曰
、
吾
不
如
老
農
。
請
學
爲
圃
。
曰
、
吾
不
如
老
圃
。
【
種
五
穀
曰
稼
、
種
蔬
菜
曰
圃
。
】
樊
遲
出
。
子

曰
、
小
人
哉
，
樊
須
也
。
【
小
人
、
謂
細
民
、
孟
子
所
謂
小
人
之
事
者
也
。
】
上
好
禮
、
則
民
莫
敢
不
敬
。
上
好
義
、
則
民
莫

敢
不
服
。
上
好
信
、
則
民
莫
敢
不
用
情
。
夫
如
是
、
則
四
方
之
民
襁
負
其
子
而
至
矣
、
焉
用
稼
。
【
好
、
去
聲
。
夫
、
音
扶
。

襁
、
居
丈
反
。
焉
、
於
虔
反
。
○
禮
義
信
、
大
人
之
事
也
。
好
義
、
則
事
合
宜
。
情
、
誠
實
也
。
敬
服
用
情
、
蓋
各
以
其
類
而
應

也
。
襁
、
織
縷
爲
之
、
以
約
小
兒
於
背
者
。
○
楊
氏
曰
、
樊
須
遊
聖
人
之
門
、
而
問
稼
圃
、
志
則
陋
矣
、
辭
而
闢
之
可
也
。
待
其

出
而
後
言
其
非
、
何
也
。
蓋
於
其
問
也
、
自
謂
農
圃
之
不
如
、
則
拒
之
者
至
矣
。
須
之
學
疑
不
及
此
、
而
不
能
問
。
不
能
以
三
隅

反
矣
、
故
不
復
。
及
其
既
出
、
則
懼
其
終
不
喻
也
、
求
老
農
老
圃
而
學
焉
、
則
其
失
愈
遠
矣
。
故
復
言
之
、
使
知
前
所
言
者
意
有

在
也
。
】

［
路
４
・
１
／
四
三
・
二
四
］

（
１
）

本

文

樊
遲
學
稼
、
當
時
須
自
有
一
種
説
話
、
如
有
爲
神
農
之
言
許
行
、
君
民
並
耕
之
説
之
類
。
【
炎
】

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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校

勘

（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

樊
遲

稼
を
學
ぶ
は
、
當
時
須
ら
く
自
か
ら
一
種
の
説
話
有
る
べ
し
、
「
神
農
の
言
を
爲
す
許
行
有
り
」
、
君
民
並
び
て
耕
す

お
の
づ

（
１
）

の
説
の
類
の
如
し
。
【
炎
】

（
２
）

（
３
）

口
語
訳

「
樊
遅

稼
を
学
ぶ
」
に
つ
い
て
は
、
（
そ
の
背
景
と
し
て
）
当
時
す
で
に
あ
る
種
の
説
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
（
例
え
ば

『
孟
子
』
滕
文
公
上
篇
に
）
「
神
農
の
言
を
為
す
者
許
行
有
り
（
神
農
の
言
葉
を
実
践
す
る
者
と
し
て
許
行
と
い
う
人
物
が
い

た
）
」
と
か
、
君
主
と
民
と
が
肩
を
並
べ
て
耕
す
な
ど
と
説
く
類
の
も
の
だ
。
【
劉
炎
録
】

注（
１
）
「
神
農
の
…
行
有
り
」―

「
有
爲
神
農
之
言
許
行
」
は
、
『
孟
子
』
滕
文
公
上
篇
第
四
章
に
「
有
爲
神
農
之
言
者
許
行
。
」

と
あ
る
の
を
典
拠
と
す
る
。
許
行
は
戦
国
期
の
い
わ
ゆ
る
「
農
家
」
の
思
想
家
。
前
出
『
孟
子
』
で
は
、
そ
の
弟
子
達
に
つ

い
て
、
「
其
徒
數
十
人
、
皆
衣
褐
捆
履
織
席
、
以
爲
食
。
」
と
記
さ
れ
、
許
行
自
身
に
つ
い
て
も
、
「
必
種
粟
而
後
食
」
「
衣
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褐
」
「
冠
素
」
「
以
釜
甑
爨
、
以
鐵
耕
」
を
な
す
人
物
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
「
神
農
」
は
、
神
話
上
の
帝
王
で
あ
る
「
三

皇
」
の
一
。
『
史
記
』
巻
一
な
ど
を
参
照
。

（
２
）
君
民
並

…

の
如
し

―

「
君
民
並
耕
」
は
、
近
い
表
現
で
『
孟
子
』
滕
文
公
上
篇
第
四
章
に
「
陳
相
見
孟
子
、
道
許
行
之

言
曰
、
…
…
賢
者
與
民
並
耕
而
食
、
…
…
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
藝
文
志
「
農
九
家
、
百
十
四
篇
。
」
の
賛
に
「
君

臣
並
耕
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
炎
―
「
炎
」
は
、
劉
炎
。
字
は
潜
夫
、
撝
堂
と
号
す
。
邵
武
軍
邵
武
県
（
福
建
省
）
の
人
。
も
と
の
名
は
琰
。
朱
熹
の
祭

き

文
を
執
筆
し
た
。
一
一
八
九
年
、
一
一
九
四
年
に
朱
熹
に
師
事
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
三
八
五
〇
頁
・
『
年

攷
』
第
九
八
頁
・
『
門
人
』
第
二
一
二
頁
・
『
書
院
』
第
一
二
五
頁
な
ど
を
参
照
。

［
路
５
］
誦
詩
三
百
章

○
子
曰
、
誦
詩
三
百
、
授
之
以
政
、
不
達
。
使
於
四
方
、
不
能
專
對
。
雖
多
亦
奚
以
爲
。
【
使
、
去
聲
。
○
專
、
獨
也
。
詩
本

人
情
、
該
物
理
、
可
以
驗
風
俗
之
盛
衰
、
見
政
治
之
得
失
。
其
言
溫
厚
和
平
、
長
於
風
諭
。
故
誦
之
者
、
必
達
於
政
而
能
言
也
。

○
程
子
曰
、
窮
經
將
以
致
用
也
。
世
之
誦
詩
者
、
果
能
從
政
而
專
對
乎
。
然
則
其
所
學
者
、
章
句
之
末
耳
、
此
學
者
之
大
患

也
。
】『

朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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［
路
５
・
１
／
四
三
・
二
五
］

本

文

亞
夫
問
、
誦
詩
三
百
、
何
以
見
其
必
達
於
政
。
曰
、
其
中
所
載
可
見
。
如
小
夫
賤
隸
閭
黨
之
間
、
至
鄙
俚
之
事
、
君
子
平
日

（
１
）

（
２
）

耳
目
所
不
曾
聞
見
者
、
其
情
狀
皆
可
因
此
而
知
之
。
而
聖
人
所
以
修
德
於
己
、
施
於
事
業
者
、
莫
不
悉
備
。
於
其
間
所
載
之

美
惡
、
讀
誦
而
諷
詠
之
、
如
是
而
爲
善
、
如
是
而
爲
惡
。
吾
之
所
以
自
修
於
身
者
、
如
是
是
合
做
底
事
、
如
是
是
不
合
做
底

事
。
待
得
施
以
治
人
、
如
是
而
當
賞
、
如
是
而
當
罰
、
莫
不
備
見
。
如
何
於
政
不
達
。
若
讀
詩
而
不
達
於
政
、
則
是
不
曾
讀

也
。
又
問
、
如
何
使
於
四
方
必
能
專
對
。
曰
、
於
詩
有
得
、
必
是
於
應
對
言
語
之
間
、
委
曲
和
平
。【
賀
孫
】

校

勘

（
１
）
「
如
」
―
楠
本
本
は
、
「
如
」
字
の
前
に
「
有
」
が
あ
る
。

（
２
）
「
黨
」
―
「
黨
」
は
、
楠
本
本
・
和
刻
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
正
中
書
局
本
で
は
「
巷
」
に
作
る
。

訓

読

亞
夫
問
ふ
、
詩
三
百
を
誦
す
る
は
、
何
を
以
て
か
其
の
必
ず
政
に
達
す
る
を
見
ん
、
と
。
曰
は
く
、
其
の
中
に
載
す
る
所
に

（
１
）

見
る
可
し
。
小
夫
賤
隸
閭
黨
の
間
よ
り
、
鄙
俚
の
事
に
至
る
ま
で
、
君
子
平
日
の
耳
目
の
曾
て
聞
見
せ
ざ
る
の
如
き
は
、
其
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の
情
狀
皆
な
此
こ
に
因
り
て
之
れ
を
知
る
可
し
。
而
し
て
聖
人
の
、
德
を
己
に
修
め
、
事
業
に
施
す
所
以
の
者
は
、
悉
く
備

は
ら
ざ
る
は
莫
し
。
其
の
間
に
於
い
て
載
す
る
所
の
美
惡
は
、
讀
誦
し
て
之
れ
を
諷
詠
し
、
是
く
の
如
く
し
て
善
と
爲
し
、

是
く
の
如
く
し
て
惡
と
爲
す
。
吾
の
自
ら
身
に
修
む
る
所
以
の
者
の
、
是
く
の
如
き
は
是
れ
合
に
做
す
べ
き
底
事
、
是
く
の

の

如
き
は
是
れ
合
に
做
す
べ
か
ら
ざ
る
底
事
な
り
。
施
し
て
以
て
人
を
治
む
る
を
待
ち
得
る
に
、
是
く
の
如
く
し
て
當
に
賞
む

（
２
）

べ
く
、
是
く
の
如
く
し
て
當
に
罰
す
べ
き
は
、
備
さ
に
見
は
れ
ざ
る
は
莫
し
。
如
何
ぞ
政
に
達
せ
ざ
ら
ん
。
若
し
詩
を
讀
み

て
政
に
達
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
是
れ
曾
て
讀
ま
ざ
る
な
り
、
と
。
又
問
ふ
、
如
何
ぞ
四
方
に
使
ひ
し
て
必
ず
能
く
專
り
對
ふ
、

ひ
と

こ
た

と
。
曰
は
く
、
詩
に
得
る
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず
是
れ
應
對
言
語
の
間
に
於
い
て
、
委
曲
和
平
な
り
、
と
。
【
賀
孫
】

（
３
）

口
語
訳

㬊
亜
父
（
淵
）
が
質
問
し
た
、
「
「
詩
三
百
を
誦
し
」
と
い
い
ま
す
が
、
（
『
詩
経
』
の
言
葉
が
）
ど
う
や
っ
て
政
治
に
通
じ

る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
そ
（
の
『
詩
経
』
）
の
な
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
ら
な
い
男
や
賤
し
い
者
、
街
角
の
こ

と
か
ら
、
田
舎
や
民
間
の
こ
と
に
至
る
ま
で
、
君
子
が
普
段
見
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
の
、
そ
の
実
際
が

こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
の
だ
。
聖
人
が
己
の
徳
を
修
め
、
そ
の
事
業
に
お
い
て
発
揮
す
る
上
で
要
と
な
る
こ
と
は
、
何
で
あ

れ
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
（
『
詩
経
』
）
に
描
か
れ
て
い
る
善
悪
（
の
出
来
事
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
読
ん

で
朗
詠
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
善
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
悪
と
さ
れ
る
（
と
知
る
の
だ
）
。
（
そ
れ
を
通
じ
て
）

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
二
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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自
分
が
身
を
修
め
る
要
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
す
べ
き
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と

（
と
分
か
る
の
だ
）
。
（
次
い
で
、
徳
を
）
施
し
て
人
を
統
治
す
る
段
に
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
（
と
い
う
こ
と
）
が
、
す
べ
て
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
ど
う
し
て
政
治
に

通
じ
な
い
と
い
う
の
か
。
も
し
『
詩
経
』
を
読
ん
で
政
治
に
通
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
読
ん
だ
こ
と
が
な
い

（
も
同
然
な
）
の
だ
。
」
と
。

（
㬊
亜
父
が
）
さ
ら
に
質
問
し
た
、
「
い
か
に
し
て
「
四
方
に
使
い
し
て
必
ず
能
く
専
り
対
う
（
四
方
に
使
者
と
し
て
赴
い

て
常
に
一
人
で
対
応
で
き
る
）
」
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
『
詩
経
』
か
ら
学
び
取
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
人
と
の
応
対
や
（
人
と
交
わ
す
）
言
葉
が
丁
重
で

穏
和
に
な
る
（
か
ら
、
一
人
で
も
対
応
で
き
る
）
の
だ
。
」
と
。
【
葉
賀
孫
録
】

注（
１
）
亞
夫
―
「
亜
夫
」
は
、
㬊
亜
父
の
こ
と
。
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

（
２
）
施
し
て
…
得
る
に
―
「
待
得
」
は
、
等
到
（
～
し
て
か
ら
、
～
に
な
っ
て
）
の
意
。

（
３
）
賀
孫
―
「
賀
孫
」
は
、
葉
賀
孫
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
６
）
を
参

照
）
。

（
［
路
３
・
８
／
四
三
・
一
七
］
～
［
路
５
・
１
／
四
三
・
二
五
］
条
担
当

志
村

敦
弘
）
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